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 労働基準法改正のポイント解説：（H22.4.1～） 

（１）時間外労働の割増賃金率の変更 

現 行 改 正 後 

１ヶ月の時間外労働 割増賃金率 

～４５時間 ２５％ 

４５時間超 
労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ

（努力義務）※１ 一律２５％ 

 

６０時間超 

・５０％（法的措置）※２ 

・引上げ分の割増賃金の支払いに代え

て有給の休日付与も可能 

※１→４５時間超６０時間以下については努力義務 

※２→中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。施行から３年経過後に

改めて検討することとされています。 
 

（２）割増賃金の支払いの代替措置としての有給制度の導入 

事業場で労使協定を締結すれば、１ヶ月に６０時間を越える時間外労働を行った労働者に対して、改正 
法による引き上げ分（５０％－２５％の差の２５％分）の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与する 
ことができます。 
【事 例】 
＊時間外労働を月間７６時間行った場合・・・ 

  
    ７６時間－６０時間＝１６時間分の割増賃金の引き上げ分（５０％－２５％＝２５％）の 

支払いに代えて有給休暇の付与 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

    １６時間×０．２５＝４時間分の有給の付与によることで、割賃の支払いを代替ですること 
も可能となりました。 
 

（３）年次有給休暇の時間単位での取得 

現行では、年次有給休暇は日単位での取得が原則ですが、事業場で労使協定を締結すれば、１年間 

に５日分を限度として、時間単位で取得出来るようになります。 

 

     例えば、所定労働時間８時間の事業所では、入社後６ヶ月で１０日付与された有給休暇の使い方として 

５日と８時間×５日＝４０時間の有給取得が可能となります。 

 

 このＦＡＸがご不要でありましたら、誠に恐縮ではございますが、この紙面を折り返しＦＡＸして頂くか、又は
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